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地域コミュニティの希薄化、規範意識の低下、青少年を取り巻く環境の悪化、

長引く経済不況などの社会情勢の変化を背景に、広島県では、平成８年ごろから

街頭での強盗、ひったくり、自転車盗、車上ねらいなどの身近な犯罪や高齢者を

対象とした犯罪が多発しました。 

また、少年犯罪の多発や本県における暴走族の取締りの全国的な報道などによ

り、治安に対する県民の不安は一層広がり、平成 13年、14年には、増加し続け

た刑法犯認知件数は戦後最多の約６万件に迫る状況にあり、治安情勢は「危険水

域」に達しました。 

こうした状況を踏まえ、犯罪から安全を取り戻すために、「減らそう犯罪」広島

県民総ぐるみ運動を展開し、「犯罪の起こりにくい広島県づくり」を目指すことと

しました。  

「犯罪の起こりにくい広島県づくり」は、県や警察だけでなし得るものではな

く、主役である県民をはじめ、事業者、ボランティア、関係団体、市町等の「多

様な主体」がそれぞれ役割を担って行動し、お互いがパートナーとして協働して

「安全安心なまちづくり」と「安全安心をもたらす警察活動」が両輪として機能

することが必要です。 

     「減らそう犯罪」広島県民総ぐるみ運動とは？ コラム 


